
 

  

平成２８年３月３１日 

日本原子力発電株式会社 

 

 

東海第二発電所、敦賀発電所におけるケーブル敷設調査等の報告について 

 

 

当社は、平成２８年１月６日付で原子力規制委員会から発出された指示※に基づき、 

東海第二発電所、敦賀発電所におけるケーブル敷設調査等をとりまとめ、本日、

同委員会に報告しました。 

調査の結果、東海第二発電所、敦賀発電所では、不適切なケーブル敷設は確認さ

れませんでした。 

また、発電所における品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）を検証した結果、安全機

能を有する設備に影響を与えない工事手順等になっていることを確認しました。 

 

 
 ※「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設に係る対応について（指示）」 

 

原子力規制委員会（以下「当委員会」という。）は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所（以下「柏崎刈羽原

子力発電所」という。）で確認された不適切なケーブル敷設と同様の事案が他の発電用原子炉施設でも確認されて

いること及び本事案が発生した原因として平成２７年１１月３０日に東京電力から提出された報告書に示されている

内容は他の発電用原子炉設置者等にも共通する可能性があると考えられることから、発電用原子炉設置者等に対

し、下記のとおり対応することを求めます。 

記 

 

１．貴社が設置する発電用原子炉施設における既存の安全系ケーブル敷設の状況について、系統間の分離の 

観点から不適切なケーブル敷設の有無を調査すること。 

２．１．の調査の結果、系統間の分離の観点から不適切なケーブル敷設が確認された場合は、不適切なケーブ 

ル敷設による安全上の影響について評価するとともに、不適切にケーブルが敷設された原因の究明及び 

再発防止対策を策定すること。 

３．柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブル敷設に係る工事が安全機能を有する設備に火災防護上 

の影響を与えたことと同様に、発電用原子炉施設内の工事により、安全機能を有する設備（既に受けた許可   

（指定）に係るものに限る。以下同じ。）に対して、火災防護上の影響等、安全機能に影響を与えるような工事 

が行われるおそれのある手順等になっていないか、貴社の品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。） 

を検証すること。また、検証の結果、ＱＭＳに問題があると判断した場合には、既存の安全機能を有する設備 

に対して影響を与えた工事の事例の有無、影響の程度を調査すること。 

４．上記の結果を平成２８年３月３１日までに当委員会に報告すること。 

５．１．の調査の結果、不適切なケーブル敷設が確認された場合及び３．の検証の結果、ＱＭＳに問題があると 

判断した場合は、速やかに適切な是正処置を実施し、その結果を遅滞なく当委員会に報告すること。 

 
 
添付資料：東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブルの

敷設に係る対応について（指示）に係る対応について（報告） 
 

以 上 
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１．はじめに 

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設と

同様の事案が他の発電用原子炉施設でも確認されていること及び本事案が発生し

た原因として平成２７年１１月３０日に提出された報告書「柏崎刈羽原子力発電所

における不適切なケーブルの敷設に係る対応について（報告）」に示されている内

容は、他の発電用原子炉設置者にも共通する可能性があると考えられることから、

原子力規制委員会より平成２８年１月６日に指示文書「東京電力株式会社柏崎刈羽

原子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設に係る対応について（指示）」（原

規規発第 1601063 号）が発出されている。 

本報告書は、平成２８年１月６日付け指示文書に基づき、東海第二発電所及び敦

賀発電所１，２号機における調査結果について報告するものである。 

２．指示事項 

 （１） 当社が設置する発電用原子炉施設（東海第二発電所及び敦賀発電所１，２

号機）における既存の安全系ケーブル敷設の状況について、系統間の分離の

観点から不適切なケーブル敷設の有無を調査すること。 

 （２） （１）の調査の結果、系統間の分離の観点から不適切なケーブル敷設が確

認された場合は、不適切なケーブル敷設による安全上の影響について評価す

るとともに、不適切にケーブルが敷設された原因の究明及び再発防止対策を

策定すること。 

 （３） 柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブル敷設に係る工事が安全機

能を有する設備に火災防護上の影響を与えたことと同様に、発電用原子炉施

設内の工事により、安全機能を有する設備（既に受けた許可に係るものに限

る。以下同じ。）に対して、火災防護上の影響等、安全機能に影響を与える

ような工事が行われるおそれのある手順等になっていないか、当社の品質マ

ネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）を検証すること。また、検

証の結果、ＱＭＳに問題があると判断した場合には、既存の安全機能を有す

る設備に対して影響を与えた工事の事例の有無、影響の程度を調査すること。 

 （４） 上記の結果を平成２８年３月３１日までに原子力規制委員会に報告するこ

と。 

 （５） （１）の調査の結果、不適切なケーブル敷設が確認された場合及び（３）

の検証の結果、ＱＭＳに問題があると判断した場合は、速やかに適切な是正

処置を実施し、その結果を遅滞なく原子力規制委員会に報告すること。 
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３．ケーブル敷設状況の調査 

（１）不適切なケーブル敷設の有無に関する調査方針 

安全系ケーブルが同一区分の安全系ケーブルトレイに敷設されていること及び

第３－１図に示す調査フローに基づく不適切なケーブル敷設の有無を調査する。 

第３－１図 調査フロー 

調査開始 

調査の結果、異区分間を跨いでケー
ブルが敷設されているか 

原則、現場でケーブル用途（安全系／非安全系、 
電力／制御・計装）を確認 

当社の不適合基準※1に 
該当するか 

技術基準を 
満足しない 

安全上の影響を評価するとともに、 
原因究明及び再発防止対策を策定 

Yes 

No 

問題なし

Yes 

No 

Yes 

No 

※１：判断基準は
第３－１表のとおり 

報告書に技術基準を 
満足しない旨を明記 

報告書に技術基準を 
満足する旨を明記 
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① ケーブルの敷設状態に関する判断基準 

ａ．不適切なケーブル敷設の判断について 

    当社のＱＭＳ一次文書である「品質保証規程」の適用規格である「原子力

発電所における安全のための品質保証規程」（JEAC4111-2009）の用語の定義

において、「不適合」とは「要求事項を満たしていないこと※２」とされてい

る。 

    また、ＱＭＳ二次文書である「不適合管理要項」において、不適合の区分

を「設備」に関する不適合（以下「設備の不適合」という。）及び「業務」

に関する不適合（以下「業務の不適合」という。）の２つに区分※３している

が、「不適切なケーブル敷設」は、「設備の不適合」に区分する。 

よって、「不適切なケーブル敷設」とは、既存の安全系ケーブル敷設の状

況が、系統間分離の観点から当社の要求事項を満たしていない状況にある設

備の不適合と整理した。 

上記を踏まえ、当社の安全系ケーブルの系統間分離に係る当社の要求事項

を、以下に整理する。 

     ※２：本規程における用語の定義は、「JIS Q 9000:2006 品質マネジメントシステム－

基本及び用語」に従うものとする。「JIS Q 9000:2006」において不適合の用語の

定義は、「要求事項を満たしていないこと」とされている。 

      ※３：「保守情報」及び「共有情報」を除く。 

ｂ．ケーブル敷設に関する当社の要求事項の整理について 

当社は、ＱＭＳ二次文書である「調達管理要項」に定める「個別仕様書の

標準様式」において、適用法令、基準等を要求することとしている。 

新規制基準適用までの当社の要求は、わが国の法令、基準、諸規格として、

「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令（昭和４０年通商産業省

令第６２号）」（以下「旧技術基準」という。）を適用してきた。 

旧技術基準は、昭和４０年に施行後、火災による損傷の防止について昭和

５０年に改正されており、この技術基準改正後に建設したプラント（敦賀発

電所２号機）については、原子炉等規制法に基づき作成した原子炉設置許可

申請書において、ケーブルの敷設に関する分離要求を明記していることから、

この内容が当社の要求事項にあたる。 

一方、昭和５０年の旧技術基準改正前に建設したプラント（東海第二発電

所及び敦賀発電所１号機）はこの技術基準改正の内容について、最新の技術

的知見に基づく安全性等を再評価し、その結果を定期安全レビュー（以下「Ｐ

ＳＲ」という。）として国に報告している。また、国は、事業者の実施した

ＰＳＲを評価し、「定期安全レビュー評価結果」として公表している。よっ

て、これらのプラントは、旧技術基準が当社の要求事項にあたる。 
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（ａ）敦賀発電所２号機 

      昭和５７年に許可された原子炉設置許可申請書（添付書類八 8.3.12

電線路）において、原子炉保護設備及び工学的安全施設作動設備に関連

する多重性を持つ動力回路、制御回路、計装回路について、ケーブルト

レイによる系統分離を要求している。 

      具体的には、多重性を持つ電力ケーブル、制御ケーブル、計装ケーブ

ルは、それぞれ電力ケーブルトレイ、電線管、制御ケーブルトレイ・電

線管、計装ケーブルトレイ・電線管で分離することで、原子炉設置許可

申請書の要求を満足する。 

（添付資料－１） 

（ｂ）東海第二発電所及び敦賀発電所１号機 

      旧技術基準においては、要求事項は第４条の２（火災による損傷の防

止）、第８条の２（安全設備）である。 

（添付資料－２） 

    ア．火災防護の観点 

      第４条の２（火災による損傷防止）については、「原子力発電所の火

災防護指針 JEAG4607-1986（初版）」の改訂版の JEAG4607-1999 が旧技

術基準に導入されている（現在は、JEAC4626-2010 が導入されている）。

JEAC4626-2010 の４章「火災の影響の軽減」では、ケーブル火災につい

て、以下の想定火災を考慮している（当該箇所は 1986 年版から変更な

し）。 

     （ア）計装ケーブル火災：過電流による過熱により、当該ケーブルの断

線・短絡のみを引き起こす火災であり他には

広がらないものとする。 

     （イ）制御ケーブル火災：計装ケーブル火災と同様とする。 

     （ウ）電力ケーブル火災：過電流による過熱により、当該ケーブルのト

レイ内全ケーブルに断線・短絡を起こす火災

を想定する。 

     電力ケーブルは、火災発生源となるケーブルからの延焼が想定され、ト

レイ内全ケーブルが損傷することから、異なる区分の安全系電力ケーブル

は、ケーブルトレイで分離することとしている。一方、計装ケーブルや制

御ケーブルは、火災発生源となるケーブルからの延焼が想定されず、他の

ケーブルが損傷しないことから、ケーブルトレイで分離せずとも、旧技術

基準の要求を満足する。 

（添付資料－３） 
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イ．独立性の観点 

      第８条の２（安全設備）については、過去に実施したＰＳＲにおいて、

旧技術基準に定める独立性へ適合していることの確認結果を、当時の原

子力安全・保安院に報告し、確認を受けている。 

      以上のとおり、当社のケーブル敷設に関する要求事項を整理すると第

３－１表となる。 

第３－１表 ケーブル敷設状態に関する当社の要求事項※４

敷設状況 

敦賀発電所２号機 
東海第二発電所 

敦賀発電所１号機 

電力 

ケーブル 

制御・計装 

ケーブル 

電力 

ケーブル 

制御・計装 

ケーブル 

(ⅰ)非安全系と安全系 

  全てが分離 
○ ○ ○ ○ 

(ⅱ)非安全系－安全系 

  １区分跨ぎ 
○ ○ ○ ○ 

(ⅲ)非安全系－安全系 

複数跨ぎ 
× ○ × ○ 

(ⅳ)安全系異区分跨ぎ × × × ○ 

                        ※４：当社の不適合判定基準に基づく要求事項 

② ケーブルトレイ敷設状況の調査対象 

①項のケーブルの敷設状態に関する判断基準を踏まえ、調査対象となるプ

ラントは、以下のとおりである。 

･東海第二発電所 

      ･敦賀発電所１，２号機   

なお、敦賀発電所１号機は、平成２７年４月２７日をもって運転終了して

おり、今後、運転する計画及び原子炉に燃料を装荷する計画はないことを踏

まえ、添付資料－４に示す範囲を調査対象とする。 

（添付資料－４） 

③ ケーブルトレイ敷設状況の調査方法 

②項のプラントを対象に、安全系ケーブルトレイに不適切なケーブル敷設

がなされていないことを以下の方法により調査する。 

   ａ．現場の目視により、安全系ケーブルが同一区分の安全系ケーブルトレイ

に敷設されていること及び異区分間を跨いでケーブルが敷設されている

か否かを調査する。 

   ｂ．東海第二発電所については、中央制御室床下にケーブルピットがあるこ

とから、これらについても、現場の目視により異区分間を跨いでケーブ

ルが敷設されているか否かを調査する。 



6 

   ｃ．安全系ケーブルが電線管で敷設されている範囲については、電線管の開

口部が電線管両端以外に無く異区分間を跨いで安全系ケーブルが敷設さ

れることはないため調査範囲から除外する。 

   ｄ．ケーブルが異区分間を跨いで敷設されていることが確認された場合には、

現場で当該ケーブルの用途（安全系／非安全系、電力／制御・計装）を

確認することとし、現場でケーブル用途が確認できない場合には図面等

で確認し、不適合であるか判断する。 

 ｅ．調査項目は、以下（ａ）及び（ｂ）のとおりとする。第３－２図にケー

ブル調査概要図を示す。 

  （ａ）安全系ケーブルの寄付きの調査 

       安全系ケーブルが同一区分の安全系ケーブルトレイに敷設されて

いることを調査する。 

  （ｂ）安全系ケーブルトレイの跨ぎの調査 

       安全系ケーブルが異区分の安全系ケーブルトレイ間を跨いで敷設

されていないことを調査する。 

（２）不適切なケーブル敷設の有無に関する調査結果 

（１）項に基づき東海第二発電所及び敦賀発電所１，２号機を調査した。 

調査の結果、安全系ケーブルが同一区分の安全系ケーブルトレイに敷設されてお

り、第３－１表における当社の要求事項に照らし、不適切となるケーブル敷設はな

いことを確認した。 

（添付資料－５） 

（３）展開接続図と配線表の調査 

今回の指示文書の発出以降、不適切なケーブル敷設に関する一連の調査及び是正

対応とは別に、安全系ケーブルが常用系ケーブルトレイの中に敷設されていた事例

が東京電力株式会社より報告された。この報告書によると、ＢＷＲプラントメーカ

第３－２図 ケーブル調査概要図

（ａ）安全系ケーブルの

寄付きの調査

（ｂ）安全系ケーブルトレイの

跨ぎの調査

安全系ケーブルトレイ

（Ａ系）

安全系ケーブルトレイ

（Ｂ系）

安全系

設備

安全系

設備
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内で設計段階の図面（以下「展開接続図」という。）を作成する部門がこれを変更

した際、現地の施工図（以下「配線表」という。）を作成する部門へ変更内容を伝

達する際に、以下の不適切な方法を用いていたことが要因に挙げられている。 

・ 複数回の改訂について、随時、連絡を行わず、まとめて１回で伝達していた。 

・ 改訂内容の伝達に用いた図面に、改訂箇所の明示がなかった。 

このため、変更内容の確認が困難となり、配線表への反映が行われず、適切にケ

ーブルが敷設されなかったものと推定されている。 

今回、当社の要求事項のとおり、現地のケーブルトレイは適切に施工されていた

ことは確認したが、東京電力株式会社の追加報告内容を踏まえ、同様に不適切なケ

ーブル敷設が当社で起こりうるか、ＰＷＲプラントメーカと当社間での展開接続図

及び配線表の改訂プロセスについて聞き取り調査を行った。 

聞き取り調査の結果の詳細は第３－２表のとおりであるが、ＰＷＲプラントメー

カの設計プロセスでは、改訂の度に改訂内容が伝達される仕組みであること、また

改訂箇所は明示される仕組みであることを確認した。このため、東京電力株式会社

の報告にあるような、展開接続図が配線表に反映されないことによる不適切なケー

ブル敷設といった同様の事象は発生しないと考えられる。 

第３－２表 ＰＷＲプラントメーカとの改訂プロセス比較 

ＢＷＲプラントメーカ 

東京電力株式会社 

報告書による 

ＰＷＲプラントメーカ メーカーの比較評価 

展開接続図を発行する

部門が、展開接続図に対し

ケーブルの敷設に影響す

る改訂を行った際、複数回

の改訂内容がまとめて伝

達されたため、配線表を発

行する施工設計部門が確

認しづらい状況であった。 

  展開接続図を発行する

部門が展開接続図に対し

ケーブルの敷設に影響す

る改訂を行った際、改訂

の度に配線表を発行する

施工設計部門に改訂内容

が伝達される仕組みとな

っている。 

 ＰＷＲプラントメ

ーカでは、改訂の度

に改訂内容が伝達さ

れる仕組みであるこ

とから、配線表を発

行する施工設計部門

が確認しづらい状況

はない。 

 改訂箇所の明示がない

ものもあったことから、配

線表への反映が行われず、

適切にケーブルが敷設さ

れなかった。 

  改訂箇所は、変更マー

ク（雲枠等）をつけ明示

する仕組みとなってい

る。 

 ＰＷＲプラントメ

ーカでは、改訂箇所

は明示される仕組み

であることから、配

線表を発行する施工

設計部門が確認しづ

らい状況はない。 

展開

接続図

配線表

改訂の度

に伝達

 ↑

変更箇所
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なお、ＢＷＲプラントである東海第二発電所及び敦賀発電所１号機※５については、

安全系ケーブルの展開接続図と配線表を調査した結果、展開接続図と配線表の不整

合による不適切なケーブル敷設がないことを確認した。 

※５：敦賀発電所１号機の調査範囲は、添付資料－４のとおり。 

（４）不適切なケーブルの敷設による安全上の影響に関する評価 

（１）項に基づき、東海第二発電所及び敦賀発電所１，２号機について調査した

結果、（２）項に示すとおり不適切なケーブル敷設は確認されなかった。 

また、（３）項により、ＢＷＲプラントである東海第二発電所及び敦賀発電所１

号機においては、展開接続図と配線表の調査の結果、東京電力株式会社と同様の事

象はなく、ＰＷＲプラントである敦賀発電所２号機においては、メーカ設計の業務

プロセスにより同様の事象は発生しないと考える。

（５）不適切なケーブルが敷設された原因の究明及び再発防止対策 

（４）項に示すとおり不適切なケーブル敷設や安全上の影響に関する評価を必要

とするケーブルは確認されなかった。よって、原因の究明及び再発防止対策は不要

である。 

４．品質マネジメントシステムに関する検証 

（１）品質マネジメントシステムに関する検証方針 

下記①及び②の調査によりＱＭＳの検証を行う。 

①ＱＭＳ規程の調査 

ａ．調査対象 

    当社のＱＭＳ規程のうち、工事に係る業務プロセス※６に係るものを調査対

象とする。 

ｂ．調査内容・方法 

   （ａ）ａ項で対象としたＱＭＳ文書の内容を調査し、その内容が「安全機能

を有する設備に対して、安全機能に影響を与えるような工事が行われ

るおそれのある手順等になっていないか」との観点から確認・評価す

る。 

   （ｂ）上記調査の結果、ＱＭＳに問題があると判断した場合には、既存の安

全機能を有する設備に対して影響を与えた工事の事例の有無、影響の

程度を不適合管理票等により調査するとともに、適切な是正処置を実

施する。 

        ※６：工事に係る業務プロセスとは、「工事の計画段階」、「工事の調達段階」、「工

事の実施段階」、「工事の結果の確認段階」をいう。 
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  ②ＱＭＳの有効性に関する調査 

ａ．調査方法 

   （ａ）当社のＱＭＳ導入（「品質保証規程」を改正した平成１６年１月１４

日）以降、今回のＮＲＡ指示文書の発出（平成２８年１月６日）まで

の期間に発生した不適合事象のうち、是正処置としてＱＭＳ規程の改

正を行ったものを、①ａ項で対象としたＱＭＳ規程の改正履歴から抽

出する。 

   （ｂ）抽出した不適合事象の内容を確認し、ＱＭＳ規程の改正以降における

同様の不適合事象発生の有無を調査する。 

   （ｃ）さらに、①ｂ項の調査の結果、「歯止め」になるとしたプロセスにつ

いて、至近３年（平成２５～２７年）の工事※７を調査し、安全機能を

有する設備に対して、安全機能に影響を与えていないことを工事報告

書にて確認する。以上の調査により、工事に係る業務プロセスが有効

に機能していることを確認する。 

        ※７：設備重要度Ａ及びＢの工事については、特に厳格な管理が行われているこ

とから、本調査の対象は設備重要度Ｃの工事を対象とする。 

（２）品質マネジメントシステムに関する検証結果 

  ①ＱＭＳ関連文書の調査結果 

当社のＱＭＳ規程のうち、工事に係る業務フローは、第４－１図のとおりで

あり、工事の計画段階、工事の調達段階、工事の実施段階及び工事の結果の確

認段階のそれぞれにおいて、当社の要求事項が反映されていることを確認する

プロセスとなっている。 

これらのプロセスに係ると考えられるＱＭＳ規程を抽出した。 

抽出したＱＭＳ規程を対象に評価を行った結果、ＱＭＳ規程「調達管理要項」、

「工事計画検討書作成基準」及び「敦賀発電所 工事計画検討書作成基準」の

内容が、安全機能に影響を与えるような工事が行われないための「歯止め」に

なっていることを確認した。 

また、これらのＱＭＳ規程が機能していることを確認するため、特に重要度  

が低く、設備重要度Ａ，Ｂ，Ｃと同等の管理がされていない可能性のあるもの

について、過去６年間の不適合事象を調査した結果、不適合件数は 241 件（東

海第二発電所 111 件、敦賀発電所 130 件）であったが、安全機能を有する設備

に対して、安全機能に影響を与えていないことを確認した。 

（添付資料－６，７） 
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受 注 者 当   社 

第４－１図 工事に係る業務フロー 

  ②ＱＭＳの有効性に関する調査結果 

   調査期間内に発生した不適合事象のうち、是正処置としてＱＭＳ規程の改正

を行ったものを抽出した。（計 105 件※８） 

   抽出した 105 件の不適合に対して、是正処置として実施したＱＭＳの改正が

有効に機能しているかという観点で調査を行った。その結果、ＱＭＳ改正後に

同様の不適合は発生しておらず、ＱＭＳは有効に機能していると考える。 

   平成２５～２７年の期間に実施した工事のうち設備重要度Ｃクラスの工事

は、582 件（東海第二発電所 165 件、敦賀発電所 417 件）であり、それらにつ

いて工事報告書にて内容を確認した結果、Ａ，Ｂクラスに影響を及ぼすもので

はないことを確認した。これにより工事に係る業務プロセスは有効に機能して

いることを確認した。 

※８：１件の不適合により複数のＱＭＳ規程を改正する場合もあれば、複数の不適合により

１件のＱＭＳ規程を改正する場合もあるが、ここではＱＭＳ規程の改正件数とする。 

（添付資料－８） 

検討書作成、レビュー 

承認 

調達文書作成、レビュー・検証 

承認 

設計図書作成 設計図書のレビュー・検証 

確認 

工事の計画段階 

工事の結果の確認段階 

工事の調達段階 

工事の実施段階 

製作、施工、据付 

検査・試験 

工事完了 
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５．まとめ 

３項から、不適切なケーブルの敷設は確認されなかった。さらにケーブル敷設が

要求事項とおり実施されたことを、ＢＷＲプラントである東海第二発電所及び敦賀

発電所１号機では展開接続図と配線表の調査により、また、ＰＷＲプラントである

敦賀発電所２号機ではそのプロセスの検証により、東京電力株式会社の追加報告と

同様の事象は発生しないことを確認した。 

また、４項から、設計検証等のルールの継続的な改善が図られるとともに、その

ルールが確実に実施されていることを確認しており、安全機能に影響を与えるよう

な工事が、その影響評価や要求事項との整合の面で不適切に行われるおそれのある

手順になっておらず、ＱＭＳは有効に機能していることを確認した。 

以上 



12 

添付資料－１ 

敦賀発電所２号機 設置許可申請書 添付書類八抜粋



発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令と解釈

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令 解釈

添
付
資
料
－
２
（
１
／
２
）
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発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
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準
を
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め
る
省
令
と
解
釈
 
抜
粋
 



発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令及び解釈

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令 解釈

14

添
付
資
料
－
２
（
２
／
２
）
 

「
発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
と
解
釈
」
抜
粋
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JEAC 4626-2010（抜粋） 



敦賀発電所１号機のケーブル調査範囲について 

敦賀発電所１号機は、平成 27年 4月 27 日をもって運転終了しており，現在，使用済燃料 314体が使用済燃料貯蔵池に冷却保管されているが，これらは十分に冷却されている。 
敦賀発電所 1号機では今後運転する計画はないこと，及び原子炉に燃料を装荷する計画はないことを踏まえ，保安規定で機能要求のある設備から調査対象設備を以下のとおり抽出した。 
これらの設備のうち分離要求のある安全系ケーブルを対象に調査を実施する。 

敦賀１号機 保安規定対象条項 運転上の制限 
機能要求の有無 

（原子炉内から全燃料が取り出され，かつプールゲートが閉の状態） 
調査に包絡されることが必要な対象設備 

（以下設備に属する制御・計装・電力ケーブル） 
分離要求

第２７条 計測及び制御設備 
原子炉建屋隔離系計装
（非常用ガス処理系計
装） 

動作可能であること 

○

・原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業時に「原子炉建屋放射能高」
の計装が動作可能であることが必要であるため、動作要求がある。 
・「原子炉水位低」，「ドライウェル圧力高」の動作要求はない。 

原子炉建屋隔離系計装（非常用ガス処理系計装）のうち、原子炉
建屋放射能高及びこれに関連する論理回路 

× 

第２７条 計測及び制御設備 
中央制御室非常用換気
空調系計装 

動作可能であること 
○

原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業時に「中央制御室エリアモニタ
放射能高」の計装が動作可能であることが必要であるため，動作要求があ
る。 

中央制御室非常用換気空調系計装（中央制御室エリアモニタ放射
能高）及びこれに関連する論理回路 × 

第４８条 原子炉建屋 
二重扉、大物搬入口 

機能が健全であること 
○

原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業時に，機能要求がある。 原子炉建屋大物機器搬入口及び原子炉建屋の二重扉 
× 

第４９条 原子炉建屋給排気隔離弁 動作可能であること ○ 原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業時に，動作要求がある。 原子炉建屋給排気隔離弁 × 

第５０条 非常用ガス処理系 ２系列が動作可能であること ○ 原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業時に，動作要求がある。 非常用ガス処理系排気ファン、フィルタ及び必要なダンパ × 

第５１条 格納容器冷却海水系 ２系列が動作可能であること ○ 非常用ディーゼル発電機の冷却に必要な設備である。 格納容器冷却海水系ポンプ及び必要な弁 ○ 

第５２条 使用済燃料貯蔵池の水位
及び水温 

・オーバーフロー水位付近にあ 
ること 

・６５℃以下 
○

使用済燃料貯蔵池に燃料を貯蔵している期間は，対象となる。 燃料貯蔵池冷却ポンプ及び必要な弁 
×

第５３条 燃料又は制御棒を移動す
る時の原子炉水位 

オーバーフロー水位付近にある
こと 

○
原子炉内の燃料は全て取出された状態であるが，制御棒は原子炉内にあ
り，制御棒を移動することはあるため対象となる。 

燃料又は制御棒を移動する時の原子炉水位 
×

第５４条 中央制御室非常用換気空
調系

動作可能であること 
○

原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業時に，動作要求がある。 中央制御室非常用換気空調系のファン及び必要なダンパ 
×

第５６条 外部電源その２ １系列が動作可能であること 
○

原子炉の状態が燃料交換において，動作要求がある。 電力系統又は主発電機からの電力を非常用交流低圧電源母線に供
給する設備 

×

第５８条 非常用ディーゼル発電機 
その２ 

第６３条で要求される非常用交
流低圧電源母線に接続する非常
用ディーゼル発電機を含め２台
の非常用発電設備が動作可能で
あること 

○

第６３条で非常用交流低圧電源母線に接続する非常用ディーゼル発電機
の要求はないが、２台の非常用発電設備の動作要求がある。 

非常用ディーゼル発電機 

○ 

第５９条 非常用ディーゼル発電機
燃料油等 

      燃料、潤滑油、空気 

第５７条及び第５８条で動作可
能であることを要求される非常
用ディーゼル発電機に対し必要
量確保されていること 

○

第５８条で動作可能であることを要求される非常用ディーゼル発電機に
対し，必要量確保されていることが要求されるため，対象となる。 

非常用ディーゼル発電機燃料油系のポンプ及び必要な弁 

○

第６３条 所内電源系統その２ 第２７条，第３４条，第３５条及
び第３９条で要求される設備の
維持に必要な非常用交流低圧電
源母線，直流電源母線及び原子炉
保護系母線が受電されているこ
と。 

○

・第２７条（計測及び制御設備）の原子炉建屋隔離系計装で要求される設
備の維持に必要な原子炉保護系母線へ受電されている必要があるため，
機能要求がある。 
・非常用交流低圧電源母線，直流電源母線への受電要求はない。 

第２７条（計測及び制御設備）で要求される設備の維持に必要な
原子炉保護系母線

×

添
付
資
料
－
４
 

16 



17 

不適切なケーブル敷設の有無に関する調査結果 

東海第二発電所

No. エリア

安全系ケーブルの

寄付きの調査※１

（確認日）

安全系ケーブルトレ

イの跨ぎの調査※２

（確認日）

判定

1 ＣＳ電気室 Ｂ２Ｆ
良

（H28.2.9）
良

（H28.2.9） 良

2 ＣＳ電気室 Ｂ１Ｆ
良

（H28.2.9）
良

（H28.2.9） 良

3 ＣＳ電気室 １Ｆ
良

（H28.2.11）
良

（H28.2.11） 良

4 ケーブル処理室
良

（H28.3.18）
良

（H28.3.18） 良

5 Ｄ／Ｇ室
良

（H28.2.10）
良

（H28.2.10） 良

6 Ｒ／Ｂ Ｂ２Ｆ
良

（H28.2.24）
良

（H28.2.24） 良

7 Ｒ／Ｂ Ｂ１Ｆ
良

（H28.2.26）
良

（H28.2.26） 良

8 Ｒ／Ｂ １Ｆ
良

（H28.3.3）
良

（H28.3.3） 良

9 Ｒ／Ｂ ２Ｆ
良

（H28.3.1）
良

（H28.3.1） 良

10 Ｒ／Ｂ ３Ｆ
良

（H28.3.4）
良

（H28.3.4） 良

11 Ｒ／Ｂ ４Ｆ
良

（H28.2.23）
良

（H28.2.23） 良

12 Ｒ／Ｂ ５Ｆ
良

（H28.2.25）
良

（H28.2.25） 良

13 中央制御室
良

（H28.3.18）
良

（H28.3.18） 良

  ※１：安全系ケーブルが同一区分の安全系ケーブルトレイに敷設されていること。

  ※２：安全系ケーブルトレイが異区分のケーブルトレイ間を跨いで敷設されていない

こと。

添付資料－５（１／１６） 
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敦賀発電所１号機

No. エリア

安全系ケーブルの

寄付きの調査※１

（確認日）

安全系ケーブルトレ

イの跨ぎの調査※２

（確認日）

判定

1 Ｒ／Ｂ Ｂ１Ｆ
良

（H28.3.17）
良

（H28.3.17） 良

2 Ｒ／Ｂ １Ｆ
良

（H28.3.18）
良

（H28.3.18） 良

3 Ｒ／Ｂ ２Ｆ
良

（H28.3.18）
良

（H28.3.18） 良

4 Ｔ／Ｂ １Ｆ
良

（H28.3.20）
良

（H28.3.20） 良

5 Ｔ／Ｂ ２Ｆ
良

（H28.3.20）
良

（H28.3.20） 良

6 Ｓ／Ｂ ２Ｆ
良

（H28.3.20）
良

（H28.3.20） 良

7 Ｓ／Ｂ ３Ｆ
良

（H28.3.20）
良

（H28.3.20） 良

  ※１：安全系ケーブルが同一区分の安全系ケーブルトレイに敷設されていること。

  ※２：安全系ケーブルトレイが異区分の安全系ケーブルトレイを跨いで敷設されていない

こと。

敦賀発電所２号機

No. エリア

安全系ケーブルの

寄付きの調査※１

（確認日）

安全系ケーブルトレ

イの跨ぎの調査※２

（確認日）

判定

1 Ｃ／Ｖ Ｂ２Ｆ
良

（H28.3.9）
良

（H28.3.9） 良

2 Ｃ／Ｖ Ｂ１Ｆ
良

（H28.3.9）
良

（H28.3.9） 良

3 Ｒ／Ｂ Ｂ２Ｆ
良

（H28.3.9）
良

（H28.3.9） 良

4 Ｒ／Ｂ 中Ｂ２Ｆ
良

（H28.3.3）
良

（H28.3.3） 良

5 Ｒ／Ｂ Ｂ１Ｆ
良

（H28.3.9）
良

（H28.3.9） 良

6 Ｒ／Ｂ １Ｆ
良

（H28.3.9）
良

（H28.3.9） 良

7 Ａ／Ｂ Ｂ４Ｆ
良

（H28.3.4）
良

（H28.3.4） 良

8 Ａ／Ｂ Ｂ３Ｆ
良

（H28.3.4）
良

（H28.3.4） 良

添付資料－５（２／１６） 
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No. エリア

安全系ケーブルの

寄付きの調査※１

（確認日）

安全系ケーブルトレ

イの跨ぎの調査※２

（確認日）

判定

9 Ａ／Ｂ Ｂ２Ｆ
良

（H28.3.6）
良

（H28.3.6） 良

10 Ａ／Ｂ Ｂ１Ｆ

(ケーブル処理室除く) 
良

（H28.3.9）
良

（H28.3.9） 良

11 Ａ／Ｂ Ｂ１Ｆ

(ケーブル処理室) 
良

（H28.3.8）
良

（H28.3.8） 良

12 Ａ／Ｂ １Ｆ
良

（H28.3.6）
良

（H28.3.6） 良

13 Ａ／Ｂ ２Ｆ
良

（H28.3.8）
良

（H28.3.8） 良

14 海水管トレンチ
良

（H28.3.3）
良

（H28.3.3） 良

15 海水管カルバート
良

（H28.3.3）
良

（H28.3.3） 良

  ※１：安全系ケーブルが同一区分の安全系ケーブルトレイに敷設されていること。

  ※２：安全系ケーブルトレイが異区分の安全系ケーブルトレイを跨いで敷設されていない

こと。

添付資料－５（３／１６） 
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東海第二発電所 ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

No. エリア 写真

1 ＣＳ電気室 Ｂ２Ｆ

2 ＣＳ電気室 Ｂ１Ｆ

3 ＣＳ電気室 １Ｆ

添付資料－５（４／１６） 
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東海第二発電所 ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

No. エリア 写真

4 ケーブル処理室

5 Ｄ／Ｇ室

6 Ｒ／Ｂ Ｂ２Ｆ

添付資料－５（５／１６） 
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東海第二発電所 ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

No. エリア 写真

7 Ｒ／Ｂ Ｂ１Ｆ

8 Ｒ／Ｂ １Ｆ

9 Ｒ／Ｂ ２Ｆ

添付資料－５（６／１６） 



東海第二発電所 ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

No. エリア

10 Ｒ／Ｂ ３Ｆ

11 Ｒ／Ｂ ４Ｆ

12 Ｒ／Ｂ ５Ｆ

23 

ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

写真

添付資料－５（７／

ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

添付資料－５（７／１６） 
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東海第二発電所 ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

No. エリア 写真

13 中央制御室

添付資料－５（８／１６） 



25 

敦賀発電所１号機 ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

No. エリア 写真

1 Ｒ／Ｂ Ｂ１Ｆ

2 Ｒ／Ｂ １Ｆ

3 Ｒ／Ｂ ２Ｆ

添付資料－５（９／１６） 
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敦賀発電所１号機 ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

No. エリア 写真

4 Ｔ／Ｂ １Ｆ

5 Ｔ／Ｂ ２Ｆ

6 Ｓ／Ｂ ２Ｆ

添付資料－５（１０／１６） 
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敦賀発電所１号機 ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

No. エリア 写真

7 Ｓ／Ｂ ３Ｆ

添付資料－５（１１／１６） 
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敦賀発電所２号機 ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

No. エリア 写真

1 Ｃ／Ｖ Ｂ２Ｆ

2 Ｃ／Ｖ Ｂ１Ｆ

3 Ｒ／Ｂ Ｂ２Ｆ

添付資料－５（１２／１６） 
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敦賀発電所２号機 ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

No. エリア 写真

4 Ｒ／Ｂ 中Ｂ２Ｆ

5 Ｒ／Ｂ Ｂ１Ｆ

6 Ｒ／Ｂ １Ｆ

添付資料－５（１３／１６） 



30 

敦賀発電所２号機 ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

No. エリア 写真

7 Ａ／Ｂ Ｂ４Ｆ

8 Ａ／Ｂ Ｂ３Ｆ

9 Ａ／Ｂ Ｂ２Ｆ

添付資料－５（１４／１６） 
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敦賀発電所２号機 ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

No. エリア 写真

10 Ａ／Ｂ Ｂ１Ｆ

(ケーブル処理室除く) 

11 Ａ／Ｂ Ｂ１Ｆ

(ケーブル処理室) 

12 Ａ／Ｂ １Ｆ

添付資料－５（１５／１６） 
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敦賀発電所２号機 ケーブルトレイ及びケーブル敷設状況

No. エリア 写真

13 Ａ／Ｂ ２Ｆ

14 海水管トレンチ

15 海水管カルバート

添付資料－５（１６／１６） 



中央制御室盤 

中央制御室盤 

中央制御室床

ケーブルトレイ 

床下ピット 

東海第二発電所 中央制御室床下ケーブルピット構造

（
参
考
） 
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工事の計画，調達，実施，結果の確認段階に係る当社のＱＭＳ規程

二次文書 三次文書

東海第二発電所 敦賀発電所

工事の計画段階 調達管理要項 工事等に係る技術検討会運営手引書 工事等に係る技術検討会運営手引書

保守管理業務要項 工事計画検討書作成基準 工事計画検討書作成基準

設計管理要項 土木建築設備の設計管理要領 土木建築設備の設計管理要領

工事の調達段階 調達管理要項 工事計画検討書作成基準 工事計画検討書作成基準

保守管理業務要項

重要設備取引先登録要項

工事の実施段階 調達管理要項 設備図書検討会運営手引書 設備図書検討会運営手引書

保守管理業務要項 工事要領書作成手引書 工事要領書作成運用手引書

工事用物品管理基準 工事用物品管理基準

発電設備の品質に係る管理基準

計器仕様等管理手引書 計器仕様管理手引書

工事の結果の確認段階 調達管理要項 工事要領書作成手引書 工事要領書作成運用手引書

保守管理業務要項 社内検査手引書 社内検査手引書

試験・検査管理要項 測定・試験装置管理基準 測定機器管理基準

官庁検査等対応手引書 官庁検査対応手引書

工事報告書作成手引書 工事報告書作成手引書

添
付
資
料
－
６
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プロセス 東海第二発電所 敦賀発電所 評価

工事の計画段階 【工事計画検討書作成基準】（抜粋）

４．工事計画検討書の作成

 保全担当マネージャーは、発電所で行われ

る工事の工事計画検討書を作成するにあた

り、工事の実施内容、実施理由を明確にする

と共に、以下の要求事項を明確にする。

（３）設計管理

 補修、取替及び改造工事については、設計

管理の観点から、以下を記載する。

⑧設備重要度分類Ａ、Ｂの系統の機能・性

能に影響を与える可能性がある取替工事

等に関する要求事項（工事計画認可・届

出対象を含む）

【敦賀発電所 工事計画検討書作成基準】

（抜粋）

４．工事計画検討書の作成

（１）工事を担当するマネージャー（以下「工

事担当マネージャー」という。）は、次の各

号に掲げる事項を含む要求事項を明確にし

た設計方針に係る工事計画検討書を作成す

る。

（３）工事計画検討書Ａの各項目について以

下のように記載する。

⑨設計要求事項チェックシート

 工事の内容に基づいて、設計、製作、据付

等に関した以下の設計要求事項について検

討・確認が必要なものは、その具体的内容を

記載する。

ｇ．設備重要度分類Ａ、Ｂの系統の機能・

性能に影響を与える可能性がある取替工

事等に関する要求事項

設備重要度分類Ａ、Ｂの系

統の機能・性能に影響を与え

る可能性がある取替工事等

に関する要求事項を「工事計

画検討書」及び「設計要求事

項チェックシート」で明確に

することで、「歯止め」とな

っている。

＜対象＞

東海第二発電所及び敦賀発

電所で設計される工事

添
付
資
料
－
７
（
１
／
４
）
 

工事の計画、調達、実施、結果の確認段階に係る当社のＱＭＳ規程内容（１／４）

35 



プロセス 東海第二発電所 敦賀発電所 評価

工事の調達段階 【調達管理要項】（抜粋）

第６条 担当グループマネージャーは、当社の調達要求事項を次の各号に掲げる項目のう

ち必要なものを選択し、明瞭かつ簡潔に記載した個別仕様書を作成する。なお、項目に

含まれる「工事等」は、「購入」、「委託」等の適切な表現に変更することができる。

（１４）共通仕様書

  全社的に共通する事項を要求する場合、次に掲げる共通仕様書を適用することができ

る。ただし、品質保証仕様書に関しては、重要度分類が複数の場合は上位を適用するこ

と。また、工事一般共通仕様書及び土木工事共通仕様書は、共通事項が含まれるため、

いずれか一方のみを適用すること

 ｲ)品質保証仕様書（重要度分類Ａ、Ｂ）Ⅰ（工事用）は、重要度分類Ａ、Ｂの設備の設

計、製作、据付等の工事全般に適用すること

 ﾎ)品質保証仕様書（重要度分類Ｃ）は、重要度分類Ｃの設備に関する工事等及び重要度

分類Ａ、Ｂ、Ｃの設備に損傷等影響を与える可能性がある工事等に適用すること

 ﾁ)土木工事共通仕様書は、土木設備の工事等に適用すること

共通仕様書 品質保証仕様書（重要度分類Ａ、Ｂ）Ⅰ

３．１ 設計・開発管理

 ３．１．７ 新増設、改造、修繕工事においては新設計・新工法・新材料や新知見の採

用、現状設備の仕様変更・設定値変更等、従前の類似設計から得た情報から反映すべ

き事項の有無等、設計上考慮すべき事項を「設計レビュー考慮項目抽出チェックシー

ト」に基づき抽出し、当社に提出すること。

現状設備、既設構造物また

は重要度分類Ａ、Ｂ、Ｃの設

備への影響を考慮すること

が明記されており「歯止め」

となっている。

工事の計画、調達、実施、結果の確認段階に係る当社のＱＭＳ規程内容（２／４）

36 
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）
 



プロセス 東海第二発電所 敦賀発電所 評価

共通仕様書 品質保証仕様書（重要度分類Ｃ）

  受注者は次に示す事項を遵守し、品質保証活動（安全文化を醸成するための活動を含

む。）を適切かつ効果的に実施すること。なお、本仕様書は、原子力施設に係る新増設、

改造、修繕工事、試験・検査、点検及び製品の購入（業務委託を含む。以下、「工事等」

という。）及び重要度分類Ａ、Ｂ、Ｃの設備に損傷等影響を与える可能性がある工事等に

適用される。

土木工事共通仕様書

４．２ 安全衛生確保の為の基本的事項

受注者は、工事を安全に実施するとともに公衆の安全を図るため、次の事項を実施す

るものとする。

（５）既設構造物の防護及び発生物件の措置

工事の実施段階 【調達管理要項】（抜粋）

第９条 担当グループマネージャーは、調達文書に基づいて受注者が活動していることを

次の各号に掲げる方法により管理する。

（１）第６条又は第７条に基づき受注者が当社に提出した文書のうち管理区分が「確認」

のものについては、別紙第１に掲げるプロセスに従い、その内容が調達文書に適合し

ていることを確認する。なお、変更された場合は、旧版を識別し、誤用防止を図る。

（３）担当者は、第６条又は第７条に基づき受注者が当社に提出した文書のうち管理区分

が「提出」のものについては、実施内容が調達文書の内容に齟齬がなく、問題がない

旨、担当グループマネージャーに報告する。なお、変更された場合は、旧版を識別し、

誤用防止を図る。  

調達文書で要求した現状

設備または重要度分類Ａ、

Ｂ、Ｃの設備への影響の考慮

が、受注者の提出文書に反映

されていることを確認する

ことが明記されており「歯止

め」となっている。

工事の計画、調達、実施、結果の確認段階に係る当社のＱＭＳ規程内容（３／４）

添
付
資
料
－
７
（
３
／
４
）
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プロセス 東海第二発電所 敦賀発電所 評価

工事の結果の

確認段階

【調達管理要項】（抜粋）

第１０条 担当グループマネージャーは、調達文書に基づいて受注者が活動していること

を次の各号に掲げる方法により検証する。

（１）受注者が実施する業務が、当社に提出した文書に基づいて実施されていることを現

場立会い、記録確認等により確認する。受注者が実施する業務に解析業務が含まれて

いる場合、設計管理要項第８条の２を準用し、解析業務の確認を行う。

 現状設備または重要度分

類Ａ、Ｂ、Ｃの設備への影響

の考慮が反映された受注者

の提出文書にもとづいて、業

務が実施されていることを

確認することが明記されて

おり「歯止め」となっている。

工事の計画、調達、実施、結果の確認段階に係る当社のＱＭＳ規程内容（４／４）

添
付
資
料
－
７
（
４
／
４
）
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39 

調査期間内に発生した不適合事象のうち是正処置としてＱＭＳ規程の改正を行った件数

及び同様の不適合の発生件数

ＱＭＳ規程の

改正を行った

不適合件数

同様の不適合

の発生件数

二次文書

  ・調達管理要項 １４ ０

  ・保守管理業務要項 ２ ０

  ・設計管理要項 ３ ０

三次文書（東海第二発電所・敦賀発電所共通）

  ・土木建築設備の設計管理要領 ２ ０

三次文書（東海第二発電所）

  ・工事等に係る技術検討会運営手引書 ２ ０

  ・工事計画検討書作成基準 ６ ０

  ・設備図書検討会運営手引書 ４ ０
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